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１．助成金の目的

　　この助成金は、県民や県内民間団体等が地域の中で取り組む子育て支援活動に必要な経費を助成することにより、民間における子育て支援活動および子どもが健やかに育ち、子どもを安心して育てることのできる環境づくりの促進を図ることを目的とします。
２．助成対象となる団体等

　　子育て支援活動を行う民間のグループまたは団体等（法人格を問わない）で、下記の要件をすべて満たす団体とします。（※個人は対象となりません。）
　（１）滋賀県内に、事務所または活動拠点を有すること
　（２）原則として継続的な活動が期待できる団体であること

３．助成対象となる事業

（１）平成２３年度は、『冒険遊び場づくり活動』、『高齢者による子育て支援活動』の拡大を重点事業とし、優先的に助成します。
　
Ａ：冒険遊び場づくり活動
　　冒険遊び場（プレーパーク）とは、子どもたちが「自分の責任で自由に遊ぶ」ことをモットーに、遊び場にある土、水、木などの自然の素材を使い、プレーリーダーや地域の大人たちが見守るなかで、自由な発想でいきいきと遊ぶことができる場所です。

＊対象となる活動は、次に掲げる条件を全て満たすものとします。
　　　　1)屋外での遊び場としての活動拠点を持つこと。
　　　　2)一年間に８回以上開催すること。
　　　　3)いつでもだれでも自由に遊びに参加できること。
4)地域住民によって運営され、行政や、地域の諸団体等と連携しながらつくりあげてくこと。
5)子どもがいきいきと遊ぶことのできる環境をつくるプレーリーダーがいること。
※プレーリーダーとは、つねに変化する遊び場の状況に応じて注意を払い、子どもに声をかけたり、子どもの関心を引き出すよういつも遊び場を整備したりする役割を持った人のことをいいます。

　　Ｂ：高齢者のグループによる、地域での子育て支援活動
　　　高齢者の方々が地域の中で積極的に子育て支援活動をする取組を応援します。
　　　※グループの構成員がすべて６０歳以上のグループが対象となります。構成員の年齢がわかる資料をご提出いただきます。
　　Ｃ：Ａ，Ｂ以外の子育て支援活動
（２）助成対象となる団体が行うＡ～Ｃの活動で、次の要件を全て満たす事業とします。

①県内の地域において行う子どもに関わる非営利の支援事業
②特定の個人またはグループ・団体のみを参加対象としない事業

③事業費総額が５万円以上の事業
④既存の国や地方公共団体の助成制度を受けていない事業

⑤他の助成金を受けていない事業

　　
（３）下記のような事業は対象となりません。
　　　・国や地方公共団体等の委託を受けて行っている事業
・助成決定時点（平成２３年６月）ですでに完了している事業

４．助成金額

　　・助成金総額1,000万円以内（予定）
	助成対象事業費
	助成率
	１件当りの助成金額
	自己負担等

	5万円～20万円未満
	10／10以内
	5万円～20万円未満
	－

	20万円以上
	3／4以内
	15万円～50万円以内
	5万円～


　　※　助成対象事業費は、参加費等の収入がある場合、その額を控除した後の額となります。

※　助成金は、助成対象事業費が20万円を越える場合、3/4以内の額となりますので、残りの事業費について自己負担が伴います。

　　　　（例）助成対象事業費が40万円の場合、助成金は30万円以内となります。

※　助成対象事業費が20万円未満の場合でも自己負担を伴う場合があります。（助成対象外経費）
５．助成対象となる経費

（１）助成対象となる経費は、子どもに関わる支援活動に直接必要となる経費で、運営委員会（詳細は８．に記載）の意見にもとづき滋賀県社会福祉協議会（以下、県社協という）会長が認めたものです。

　　※講師への謝礼や旅費・宿泊費の1回当たりの上限を設けています。「子ども未来基金｢助成申請書｣記入要領」の～申請に関するＱ＆Ａ～に記していますので、参照ください。また、助成金で購入した備品等は団体で責任ある管理を心がけてください。

（２）次に該当する経費は対象外です。

・団体の経常的な運営経費（職員の給与等、家賃、光熱水費など）
・飲食費（飲食費、茶菓代、食材等は参加費等で賄ってください。ただし、外部講師に対する食事代等、事業実施上必要な場合のみ対象とします。）
・視察・研修旅行にかかる経費
・団体構成員に対する講師謝礼・託児謝礼等
・ボランティアに対する謝礼（ただし、実費相当分の交通費は対象とします。）

・有料で頒布する印刷物等を作成するための経費
・その他、助成することが適切でないと県社協会長が判断する経費
６．事業の助成対象期間

　　　平成２３年４月～同２４年３月に実施する事業

※　原則、単年度助成となります。

７．申請受付期間・方法
（１）申請受付期間
平成２３年　４月　１日（金）～平成２３年　５月　６日（金）
（２）申請先

　　　①　所定の「助成申請書」に必要事項を記入・捺印の上、必要書類を添付して、主たる活動拠点がある市または町の社会福祉協議会（以下、市町社協という）へ１部提出してください。

　　　②　事業が複数の市町にわたって行われ、主たる活動拠点を特定し難い場合、または、県域の団体が申請される場合は、直接、県社協に提出してください。

　　　※各市町社協の住所等は5,6頁の「滋賀県内市町社会福祉協議会一覧」を参照ください。

（３）添付資料（いずれも書式は問いません。コピーで結構です。）
助成申請書には、次のア)～カ)の書類を添付してください。
ア）定款または会則規約等
イ）２２年度の事業報告書・決算報告書（団体等の全体のもの）

ウ）２３年度の事業計画書・収支予算書（団体等の全体のもの）

エ）備品類を整備する場合には、カタログ（内容と金額がわかるもの。ただし、単価が５万円以上の場合には、見積書を添付してください。）
オ）法人・団体等の事業概要を示すパンフレット等

カ）その他、県社協会長が必要と認める書類
※　ア)、イ)、ウ)の書類については、団体等の規則（取り決め）や活動状況・収支状況が分かる他の書類でも構いません。

（４）募集要項・助成申請書の入手方法

　　　　　滋賀県社会福祉協議会のホームページ（http://www.shigashakyo.jp）からダウンロードできます。（ＰＤＦ形式またはＥｘｃｅｌ形式）

また、各市町社協でも入手できます。
（５）申請にあたっての留意事項

① 「助成申請書」の記入にあたっては、「助成申請書記入例」を参照ください。

②　助成申請書を提出した後に、代表者および連絡責任者、連絡先が変更になった場合は、当会あてに速やかにご連絡ください。

③　この助成にもとづき実施する事業に関連して作成する印刷物や購入備品等には、原則として「子ども未来基金の助成を受けた事業である」旨を表示してください。

④　申請内容に虚偽があることが判明した場合等には､助成決定を取り消すことがあります。
（６）その他

①　助成申請は、毎年度「１グループ・団体につき１申請」に限ります。

②　助成申請書、添付書類は、採用・不採用に関わらず返却しません。また、選考に際して、申請内容を照会することがありますので、助成申請書等の写しを必ず手元に保存してください。
③　提出いただいた助成申請書に記載されている個人情報は、当会の「子ども未来基金助成事業」以外の目的には利用しません。

　　　④　申請および事業の実施にあたっては、市町社協や県社協と相談や協議を行いながら進めてください。
８．助成事業等の選考
（１）選考方法
①　助成団体等は、社会福祉関係者や学識経験者等で構成する運営委員会において、次の選考基準にもとづき総合的に選考します。
◎選考基準

ア)地域における子育てニーズに照らして効果性の高いもの

イ)計画の意図や内容が実現できる可能性の高いもの

ウ)一過性のものでなく、継続的な取り組みが期待されるもの
エ)活動内容と費用(資金使途)のバランスが適正なもの
なお、初回申請（助成回数の少ない）団体からの申請事業ならびに、先駆性のある事業を優先して選考します。
②　申請団体への助成の採否および助成金交付額は､運営委員会において選考し、その意見にもとづき県社協会長が決定します。
（２）選考結果の通知・公表

　　①　選考結果は平成２３年６月頃に、すべての申請団体等に書面で通知します。

②　助成が決定した団体等を対象に、決定通知書交付式（事務説明・情報交換会）への出席を案内します。交付式では、助成対象となった事業の紹介をしていただきます。

③　助成対象となった場合は、団体名、代表者名、助成金額、事業内容などを公表します。

９．助成金の交付

　助成決定時にお渡しする所定の用紙により、助成金を請求してください。経費の支払い時期の必要性に応じて、助成金を交付します。
１０．実績報告書等の提出
（１）助成事業の完了後１ヵ月以内または平成２４年４月１０日のどちらか早い期日までに下記書類を県社協あて提出してください。
①助成事業実績報告書

②助成金所要額精算書

③支出内訳（領収書、レシート等を添付）
④助成事業の実施状況のわかる資料（チラシ、報告書、写真など）
⑤助成事業成果報告書（写真、説明を入れたＡ４一枚程度のもの。県社協ホームページ等で紹介します。）

（２）他の団体等の参考となるよう、実績報告書・成果報告書にもとづき、各助成団体等の事業内容を活動事例集として発刊および当会ホームページ等で紹介します。
１１．助成金の返還

次のような場合には、助成金の全額または一部を返還していただく場合がありますので、ご承知おきください。

（１）申請内容および報告内容に虚偽があることが判明したとき　
（２）助成金を対象事業または対象経費以外に使用したとき

（３）県社協会長の承認を得ずに助成事業を中止、変更（軽微なものを除く）または、予定期間内に完了できなかったとき等
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申請から決定までの流れ








　基金助成事業のスケジュール








◎B、Cの活動の具体例


　➢交流事業（親子の集い・世代間交流・情報交換の場の提供等）


　➢学習会事業（父親の育児参加・育児中の母親の社会復帰のためのスキルアップ教室の開催等）


　➢相談事業（子育て相談・カウンセリング、中・高校生の不登校相談等）


　➢子ども育成事業（体験活動、中・高校生の居場所づくり等）


　➢情報提供事業（「子育て応援マップ」づくり、子育て情報誌の発行等）


　➢支援者養成事業（子育てサポーターの養成を図るための研修会等）


　➢その他、発達障害児や外国人の子ども等への育成支援事業等、子育てを支援し、または子どもが健やかに育つうえで、効果的と認められる事業






































滋賀県社会福祉協議会





市町社会福祉協議会





子育て支援活動グループ・


ボランティア団体・ＮＰＯ





子ども未来基金運営委員会





申請書





申請書





広域


申請





(経由)





会長





選考・審査





選考結果


通知








４月１日�
平成23年度助成事業の申請受付開始�
�
５月６日�
平成23年度助成事業の申請受付締め切り�
�
６月中旬�
運営委員会による審査�
�
６月下旬�
選考結果の通知と公表、決定通知書交付式�
�
７月～�
支払の必要な時期に応じて助成金を交付�
�
～３月�
平成23年度助成事業対象期間の終了�
�
～４月10日�
平成23年度助成事業の実績報告提出�
�
４月～�
平成24年度助成事業の募集開始（予定）�
�
～４月末�
平成24年度助成事業の募集締め切り（予定）�
�






2012





2011





◎お問合せ先


　　社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会　地域福祉部


　　　　〒525-0072　草津市笠山７丁目８番１３８号　県立長寿社会福祉センター内


　　　　　　　電話０７７－５６７－３９２１　ＦＡＸ ０７７－５６７－５１６０


　　ホームページ　http://www.shigashakyo.jp/　 E-mail　tiiki@shigashakyo.jp
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